
会計

2010年７月に日本のIFRS対応会

議とインドの市場関係者（インド企

業省に設置されたIFRSCoreGroup）

との間で、国際財務報告基準（IFRS）

に関連する互いの知識・経験を共有

し、アジア地域の声をIFRSに的確に

反映させるために協力し合うことを

骨子とした覚書（MoU）が締結さ

れた。その内容に沿い、昨年東京で

行われた第１回日印ダイアローグに

続き、2011年８月３日にインドのバ

ンガロールで第２回日印ダイアロー

グ（以下「本ダイアローグ」という。）

が開催された。

本ダイアローグには、日本側から

は島崎憲明IFRS対応会議国際対応委

員会委員長以下、金融庁、企業会計

基準委員会（ASBJ）、日本公認会計

士協会（JICPA）、日本経済団体連合

会（経団連）、東京証券取引所等か

らの代表者が計15名、インド側から

はインド勅許会計士協会（ICAI）、

証券取引委員会（SEBI）、インド準

備銀行（RBI）をはじめ、規制当局、

産業界等からの代表者が計20名程度

参加した。双方の出席者は次頁の表

のとおり。

本ダイアローグでは、まずIFRSに

関する両国の現状報告を中心とした

全体セッションを行った後、分科会

形式で、参加者が規制当局、会計基

準設定主体、監査人、産業界・証券

取引所に分かれ、各分野での問題点

等に関して議論を交わした。

以下では、インド会計基準とIFRS

とのコンバージェンスの状況につい

て簡単に概観した後、本ダイアロー

グでの議論及び現地の関係者との会

合の概要について報告する。なお、

文中の意見にわたる部分は筆者の私

見である。

インドではIFRSの採用（アドプショ

ン）は行わず、インド会計基準と

IFRSをコンバージェンスする戦略

に基づき、2010年１月に企業省から

IFRSにコンバージェンスしたイン

ド会計基準であるInd-AS（インド・
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エーエスと発音）の導入ロードマッ

プ（次頁表参照）が公表された。こ

のロードマップによると、2011年４

月１日より特定の条件を満たす一部

の上場会社を皮切りに、段階的に

Ind-ASを導入する計画であった。こ

れにあわせて、2011年２月に企業省

がInd-ASを告示（notifiedInd-AS）

したが、当初同年４月１日とされて

いた一定の基準を満たす企業に対す

るInd-ASの適用開始日はまだ告示さ

れていない。

� ICAIRamaswamy会長による開

会の挨拶

本ダイアローグの開催にあたり、

日本側代表団の訪印を歓迎する旨が

述べられた後、東日本大震災の犠牲

者に対する哀悼の意と被災者に対す

る見舞いの言葉が述べられた。Ind-

ASの適用の状況については、2011

年４月から適用が開始される予定で

あったロードマップが、インド国内

の制度との様々な調整が必要という

理由で遅れていること、及びインド

の事情を考慮して幾つかのカーブア

ウトをしてはいるが、ICAIとして
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第２回日印ダイアローグの

議事概要
３．

組織 参加者名

日
本
側
参
加
者

IFRS対応会議 島崎国際対応委員会委員長（IFRS財団評議員）

金融庁総務企画局企業開示課 園田課長補佐

倉持企業会計専門官

企業会計基準委員会（ASBJ） 西川委員長

加藤副委員長

岡本研究員

財務会計基準機構（FASF） 西野事務局次長

日本公認会計士協会（JICPA） 関根副会長、吉田研究員

日本経済団体連合会 廣瀨企業会計委員会委員長（住友化学副会長）

中山経済広報センター常務理事

住友化学㈱ 山内CSR推進室兼経理室部長補佐

住友商事㈱ 池上主計部部長代理

㈱東京証券取引所 小沼執行役員兼上場推進部長

松崎上場部長

イ
ン
ド
側
参
加
者

インド準備銀行（RBI,中央銀行） P.R.RaviMohan事務局長

企業省（MCA） E.Selvaraj地域ディレクター

財務省（MoF）歳入局 PawanK.Kumarディレクター

証券取引委員会（SEBI） UshaNarayanan事務局長

保険規制開発庁（IRDA） R.K.Nairメンバー

S.N.Jayasimhanジョイントディレクター

年金基金規制・制度開発委員会（PFRDA） VankateswarluPeri事務局長

インド勅許会計士協会（ICAI） G.Ramaswamy会長

AmarjitChopra前会長

B.P.Rao元会長

インド会計基準設定主体（ASB） ManojFadnis議長

S.Santhanakrishnan副議長

CommitteeonAccountingStandardsforLocalBodies J.Venkateswarlu議長

GeneralCommercialofficeofComptrollerandAuditor

General

Ms.UshaSankerディレクター

CommercialAudit&ExOfficiomemberAuditBoard,

Hyderabad

Y.N.Thakare主席ディレクター

InfosysTechnologiesLimited MohandasPai前取締役

GargiRayテクニカル・マネージャー

JubilantOrganosys R.Seshasayee最高財務責任者

OilandNaturalGasCorporation（ONGC）Limited D.Dhandapani最高財務責任者

CommitteeofMembersinIndustry,ICAI K.Raghu議長
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は、Ind-ASの99％については、IFRS

からの乖離という点で、重大な問題

をもたらすことはないと考えている

ことが強調された。また、昨年より

開始された日印ダイアローグの意義

を改めて確認した後、アジア・オセ

アニア会計基準設定主体グループ

（AOSSG）での活動なども含めて、

欧州、米国と並ぶ第三の極として、

アジアの声を集約し、国際会計基準

審議会（IASB）に発信していこう

との呼びかけがなされた。

� 島崎委員長からの挨拶

本ダイアローグの開催にあたり、

インド側の関係者に対して謝意を述

べた後、日本の現況について説明し

た。2009年６月公表の企業会計審議

会「我が国における国際会計基準の

取扱いに関する意見書（中間報告）」

（以下「中間報告」という。）に沿っ

た議論が企業会計審議会で再開され

ているが、東日本大震災や、米国証

券取引委員会（SEC）のスタッフペー

パー公表などの背景から、金融担当

大臣からは仮に2012年にIFRSの強

制適用を判断したとしても、その実

施には５～７年の準備期間が必要で

あり、中間報告では少なくとも３年

必要であるとされていた準備期間を

延ばすことになった旨の談話があり、

それについて企業会計審議会で議論

が行われていることをインド側の関

係者に報告した。

一方、日本におけるスムーズな

IFRS導入のために、産業界や会計士

業界が中心となっていることを説明

し、例として経団連のIFRS導入準備

タスクフォースでの活動や、会計教

育研修機構の研修について触れた。

さらに、アジア・オセアニアにお

ける連携強化の観点から、来年秋に

東京に設置されるIFRS財団サテライ

トオフィスについて説明があり、運

営に関しインド側の協力を要請した。

� インド側からの現況の報告

（RamaswamyICAI会長、Fadnis

ASB委員長）

まず、ICAIのRamaswamy会長か

ら、「IFRSinIndia-AnUpdate」と

題し、インドのIFRS導入に向けての

これまでの活動及び現状についての

報告があった。

ICAIは2007年にIFRSへのコンバー

ジェンスを行うことを決定し、企業

省もそれを支援してきた。インドで

は、IFRSにコンバージェンスした会

計基準（Ind-AS）といわゆるローカ

ルGAAP（インド基準）の２つが併

存している。Ind-ASは2011年２月に

企業省により告示されたが、当初

2011年４月１日とされていたInd-AS

の適用開始日はまだ告示されていな

い。また、IFRSの円滑な適用を促進

するため、Ind-ASが適用開始される

際には、IFRSに対して８項目のカー

ブアウト1が実施される予定とのこ

とであった。

続いて、インドにおける会計基準

設定主体であるASBのFadnis委員長

より、「IFRSinIndia-TheFuture

WorkPlan」と題して、ASBでは直

近にIASBから公表されたIFRS（第

10号～第13号等）の検討に加え、

ASB内にStudyGroupを設置し、従

業員給付（IAS第19号の修正）、その

他の包括利益（OCI）項目の表示

（IAS第１号の修正）、 繰延税金

（IAS第12号の修正）、激烈な超イン

フレ及び初度適用企業に関する固定

日付の削除（IFRS第１号の修正）

等IASBが最近公表した基準の修正

についても精査している旨の報告が

あった。

また、インドとして今後も注視し

ていく分野としては、農業（生物資

産の公正価値測定）、料金規制産業、

排出量取引、不動産開発業者の収益

認識、外貨換算などが挙げられ、先

日IASBが公表したアジェンダ協議

文書にも注目している旨の説明があっ

た。

� 日本側からの現況の報告（金融

庁 園田課長補佐、ASBJ西川委

員長）

園田課長補佐からは、日本基準と

IFRSとのコンバージェンスや2007

年のASBJとIASBとの間での東京合

意、2009年の中間報告、2010年の一

定の要件を満たした企業による
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（参考）非金融機関に関するInd-AS導入ロードマップ

区 分 対象範囲 適用開始時期

フェーズ

１

以下のいずれかに該当する会社（約1,000社）

�ナショナル証券取引所の指数（Nifty50）対象

会社

�ボンベイ証券取引所の指数（BSE30）対象会社

�外国証券取引所への上場会社

�純資産が100億ルピー超の会社

2011年４月１日以降

開始する事業年度

フェーズ

２

純資産が50億ルピー超100億ルピー以下の会社

（2,000～3,000社）（ただし、フェーズ１の対象

会社を除く）

2013年４月１日以降

開始する事業年度

フェーズ

３

上記以外の上場会社（6,000～7,000社） 2014年４月１日以降

開始する事業年度

（注） 純資産が50億ルピー以下の非上場会社には、Ind-ASは適用されない。
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IFRS任意適用の開始、そして直近

2011年の金融担当大臣の談話（2015

年３月期からのIFRSの強制適用は

ないこと、仮にIFRSを適用する場

合でも十分な準備期間をとること等）

など、日本におけるIFRSに関連す

る一連の流れについて説明した。ま

た、金融担当大臣の発言を受けて６

月30日に企業会計審議会総会・企画

調整部会合同会議が開催されており、

今後も開催され議論が行われていく

見通しである旨を説明した。

西川委員長からは、日本における

IFRSの適用状況として園田課長補

佐の説明に加え、IFRSを任意適用

している会社を紹介し、2011年６月

にその完了期限を迎えた東京合意の

達成状況について説明を行った。ま

たIFRSの導入に関して、日本の関

係者の間では、導入・解釈問題（有

形固定資産の減価償却方法、初度適

用等）、IASBの将来のアジェンダ

（概念フレームワーク、OCI、無形

資産）、IASBと米国財務会計基準審

議会（FASB）のコンバージェンス

に向けた作業の行方などについて高

い関心があり、熱心な議論が行われ

ていることを紹介した。加えて、ア

ジア・オセアニア地域での活動とし

て、サテライトオフィス及びAOSS

Gを挙げ、インドと連携してこれら

の活用を進めていきたい旨を説明し

た。

� 分科会

【WG１：「規制当局」間での意見

交換】

日本側・インド側ともに自国の状

況に関する説明を行った。

主な内容は次のとおりである。

� インドにおけるIFRS適用が

遅延した大きな理由は２つある。

１つは公用語であるヒンズー語

への翻訳に時間がかかったため

である（ヒンズー語への翻訳は

８月中に公表できる見通し）。

もう１つの理由は税との調整が

終わっていないためである。イ

ンドには最低代替税（詳細な説

明はWG２①を参照）があるた

め、公正価値評価等による会計

上の未実現利益が税額に影響す

る場合がある。

� インドにおけるカーブアウト

の理由は、インドに適用する上

で必要不可欠だったもの（例：

農業会計）と、IASB自体が検

討過程にあるためこの段階で基

準を適用すべきでないと判断さ

れたもの（例：IFRS第９号）

である。

� カーブアウトではないが、イ

ンド国内での整合的な基準の適

用を達成するため、カーブイン

により企業の会計処理の選択の

幅を狭めているものもある。

【WG２：「会計基準設定主体」間

での意見交換】

主に次の点について意見交換等を

行った。

① Ind-AS導入延期の理由について

ASBJからInd-AS導入延期の理由

について質問し、次の回答があった。

Ind-ASの導入にあたっては、これ

を単体・連結財務諸表双方に強制適

用することで、両財務諸表間の整合

性の確保及び作成者の負担軽減等を

図ることを基本方針とした。これに

より、Ind-ASの適用延期の最大の理

由である、最低代替税（Minimum

AlternativeTax）に関する問題が発

生した。最低代替税とは、課税所得

を所得税法の規定に従い計算した際

に、課税所得が発生しない、または

課税所得に基づいて計算した税額が、

インド会社法に基づいて作成された

単体損益計算書における会計上の当

期純利益（一部調整あり）の18％

（2010年時点）より小さい場合、会

計上の当期純利益の18％（同）を納

付する制度である。このため、この

単体損益計算書に適用される基準が、

従来のインド基準からInd-ASに変更

された場合の、課税額への影響が懸

念され、これに税法を対応させるた

めに時間を要している。

② IFRSに関する各国の動きにつ

いて

日本、インドの最新の動向に加え

て、アメリカ、中国、及びアジア・

オセアニア地域の各国のIFRS導入

に向けた動きについて議論を行った。

「各国とも様々な議論や制度対応等

のために時間を要している側面はあ

るが、IFRSのアドプション又はコ

ンバージェンスに向けての対応は着

実に進んでいる」というのが日印両

者の共通の見解であった。

③ IASBの主要プロジェクトにつ

いて

IASBで進行中の収益認識、リー

ス、金融商品（減損、ヘッジ）、保

険契約の各プロジェクトについて、

双方の意見を交換し、インド側から

は次のようなコメントがあった。

� 収益認識

収益認識に関する論点のうち、

特に履行義務の連続的移転に関し

て懸念がある。不動産の建設・販

売に関しては、他のアジア諸国

（マレーシア、シンガポール等）

と同じく、取引の実態から、従来

のインド基準では収益を連続的に

会計・監査ジャーナル No.678 JAN.201250
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認識していた。このため、Ind-AS

においては、一般的な不動産建設

契約から生じる収益を、工事完成

基準で認識することになるIFRIC

第15号をカーブアウトしている。

IASBで現在議論されている収益

の新基準において、インドの取引

実態を適正に表すことができるか

どうか、注視している。

� リース

借手側の会計処理は公開草案の

提案（現行のファイナンスリース

の会計処理）で問題ないと考えて

いる。

貸手側の会計処理は、貸借対照

表にリース料受取債権及び残存資

産を認識するという部分認識中止

モデルに類似した単一のアプロー

チのみでは、例えば長期間の土地

のリース取引に関しては、残存価

値の算定など適用が困難であると

考えており、履行義務アプローチ

も含めた選択肢が必要であると考

えている（日本側と見解が一致）。

リース料受取債権及び残存資産

アプローチにより生じる、いわゆ

るDay1gainを ・reasonablyas-

sured・な状況に限り認識を行う

という提案には同意する。

以上のとおり、インドでの新リー

ス基準の適用に関してはあまり大

きな問題があるとは考えていない。

� 金融商品（減損）

IASBからの新たな提案である

３バケットモデルについては、各

バケットへの区分方法については

懸念が残るものの、現在、中央銀

行のレギュレーションにより各銀

行が実施している実務上の取扱い

と整合しているため、提案全体と

しては支持している。

� 金融商品（ヘッジ会計）

企業の内部管理手法を反映した

IASBの提案は、IAS第39号と比

較するとより原則主義的である点

から、IAS第39号からの改善であ

ると考えて、肯定的に評価してい

る。

� 保険契約

保険契約の測定方法については、

まだ保険業界内では議論が続いて

いるところであるが、実務への適

用を考えると、IASBの提案する

２マージン・アプローチより、

FASBの提案する単一マージン・

アプローチのほうがシンプルで良

いという声も聞こえてきている。

保険契約に係る負債の再測定に

おいて、割引率の変更により生じ

る純損益のボラティリティに関し

ては、インドにおける保険業の監

督機関である保険規制開発庁

（InsuranceRegulatoryandDevel-

opmentAuthority）は、非常に高

い問題意識を持って検討を行って

おり、割引率を固定することにつ

いても議論の余地を残している。

④ IASBにおける将来のアジェン

ダについて

インド側の関心のあるプロジェク

トとして農業が挙げられたが、実務

への影響を確認したところ、この基

準が影響する産業は限定的で、特に

一部の製茶会社には影響が大きいが、

インド全体としてみると、重大な影

響ではないとの評価であった。

日本側が関心を持つテーマの１つ

であるOCI（リサイクル）の問題に

関しては、インドにおいては現行の

基準には包括利益の考え方がないこ

ともあって、関心を持っており、概

念フレームワークの一部として扱わ

れるべき論点であるとともに、政治

的な要素の強い論点であると認識し

ているとのことであった。IFRSにお

いては、OCI項目をリサイクルする

基準としない基準とが混在しており、

一貫性を欠く点については、日印両

者に共通の懸念点であった。OCIの

問題に関しては、各国での状況の詳

細なリサーチも含めて、日印で協力

して検討可能なテーマであるという

のが、両者の共通見解であった。

⑤ ASB（ICAI）とASBJの今後の

協力体制について

前記のOCIの問題に加え、AOSSG

の分科会（WG）というプラットフォー

ムの中でも、排出量取引や農業、金

融商品などの分野について、今後も

積極的に協力していく旨が合意され

た。

【WG３：「監査人」間での意見交

換】

日本側からJICPAの概要とIFRSへ

の取組みを簡単に説明した後、質疑

応答を行った。

主な内容は次のとおりである。

� インド側より、日本で会計基

準や監査基準を作成している機

関はどこかとの質問があり、10

年前までは会計基準は企業会計

審議会が作成し、実務指針は

JICPAという分担であったが、

現在は会計基準、実務指針とも

にASBJが作成していること、

及びJICPAは以前に公表し、現

在も有効な実務指針のメンテナ

ンスのみを行っている旨を説明

した。また、監査基準は企業会

計審議会が作成し、実務指針

（委員会報告書）はJICPAが作

成している旨を説明した。

一方、インドでは、会計基準
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はICAIが企業省に提出するレ

コメンデーションに基づいて法

制化され、監査基準はICAIが

設定しているとのことであった。

� 日本側より、ICAIにおける

IFRSの教育研修制度について

質問し、これに対してインド側

からは、のべ50,000名の会員に

対し、インド各地140か所の拠

点で２～３日間の研修やワーク

ショップを行っているほか、ｅ

ラーニング教材の提供、ICAIが

発行しているジャーナルにIFRS

の記事を掲載している旨の回答

があった。ただし、IFRSに準拠

した財務諸表の監査に従事する

場合であっても、これらの研修

の受講が強制されるわけではな

いということであった。

また、基準書の内容について

の研修は行ってきているが、実

務上の適用や判断の行使に関す

る研修は難しく、今後の課題で

あるという点で意見が一致した。

� IFRS導入後の監査上の諸問

題について意見交換を行ったが、

検証可能性や見積り、公正価値

の妥当性検証、証拠の収集が大

きな課題（Challenge）となる

であろうという点で意見が一致

した。特にインド側では、公正

価値の合理性を確保し、様々な

公正価値が乱立することによる

混乱を避けるため、公正価値を

認証するような政府の機関を設

立するよう、会計士団体側から

働きかけたいとのことであった。

【WG４：「産業界」、WG５：「証券

取引所」間での意見交換】

インド側からは、Infosys社（SEC

上場会社）、Jubilant社、ONGC社よ

り各社におけるIFRS導入について

の説明があった。

インドでは約17万人の会計士がお

り、うち約９万人が会計・財務担当

として企業内で業務に従事している。

IFRS導入に際してはこれらのリソー

スをフル活用し、自社でのIFRS教育

を充実させ、外部専門家を活用せず

ともスムーズな導入ができるように

進めているとのことであった。

前述のようにInd-ASは未だ発効さ

れていないが、SEC上場会社におい

ては、SECに対して提出する財務諸

表について、IASBが公表している

IFRSでの開示が認められているこ

とから、大企業においては順調に準

備が進んでいるとの発言があった。

日本側からは、IFRS導入準備タス

クフォースでの活動を説明した。15

回の会議を踏まえ、IFRSの実務的

適用のためQ&A集を編纂し、経団

連のHPに掲載したことに加え、経

団連会員企業向けセミナーを開催し

たことを紹介した。

引き続き、2011年３月期よりIFRS

を早期適用した住友商事における

IFRS導入について説明が行われた。

説明の中では、IFRSを会計基準とい

うことのみならず、経営のツールと

して最大限に活用することに意義を

見出して導入したということが特に

強調されたが、社歴が長い住友商事

が、変化を恐れず早期にIFRS導入を

進めたということで、インド側の関

心が高かった。

その後、もう１つの事例として住

友化学におけるIFRS導入の検討状

況について説明が行われた。現在同

社では日本基準とIFRSとの基準差

異分析を進めており、製造業として

の課題とその対応を検討しているこ

となどが説明された。

加えて、東京証券取引所からは、

日本の投資者にとってインドへの関

心は高く、また、インド企業の中に

も日本市場に関心を持っている企業

もあり、両国間の資本交流をより促

進させていくことが望ましいため、

日印ダイアローグを通じてこの価値

観を共有し、これに向けた障害の解

決にコミットしていく旨、さらに資

本交流の促進に向けた具体的な取組

み（会計基準の相互承認、英文開示、

内部統制、四半期開示）について説

明された。これに対し、インド側か

らは、Ind-ASを適用した財務書類で

も日本市場への上場が認められるこ

とが望ましい旨、英文開示の整備に

ついては高い関心を持っている旨の

発言があった。

本ダイアローグの終了後、ニュー

デリーにて企業省の大臣や次官をは

じめとする幹部を表敬訪問した。そ

こでは企業省側から、現時点で国会

審議中の税務上の取扱いが決着すれ

ば、早期にInd-ASの適用を開始でき

る見込みとのコメントを得た。また

日本側から本ダイアローグの模様に

ついて報告を行い、ダイアローグが

日印双方にとって重要なものである

ことから、企業省の大臣、次官の了

解を得て、来年の東京での第３回の

ダイアローグに向けて、今後とも互

いに協力していくことが確認された。

ニューデリーでは、現地の会計事

務所のIFRS担当者と会合を行い、

Ind-AS導入の延期に関する理由とし

て、Ind-AS導入に伴う会計士をはじ

めとしたリソース不足の問題や各業

界での監督当局との連携や教育研修
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プログラムの必要性、最低代替税と

いったインドに特有の税制等につい

ての情報を得た。また、インド企業

でSECに登録する企業は、SECに対

して提出する連結財務諸表を、Full-

scaleIFRS（IASBが公表している

IFRS）で作成することが認められ

ているが、インド国内向けには（イ

ンドの証券規制当局であるSEBIに

対しては）、別途インド基準（適用

後はInd-AS）での財務諸表作成も義

務付けられており、関係者には負担

感があるとのことであった。

今回の日印ダイアローグの開催に

際しては、Ind-ASの導入に係るイン

ドの現状、特に2011年４月に予定さ

れていた適用開始時期が延期された

理由と、今後の見通しを把握するこ

とを日本側は主な目的の１つとして

いた。

この理由としては、事前に把握し

ていたとおり、税との調整が最大の

問題であった。Ind-ASの導入にあたっ

ては、これを単体・連結財務諸表双

方に強制適用することで、両財務諸

表間の整合性の確保及び作成者の負

担軽減等を図ることを基本方針とし

たが、インドにおいては、会社法上

の単体損益計算書における会計上の

当期純利益をもとに、最低代替税と

呼ばれる税が算定されており、この

単体損益計算書にInd-ASが適用され

ることで生じる問題を調整するため

に時間を要することとなった。また、

企業省によるInd-AS（基準本体）の

告示が、2011年２月と、適用開始予

定日のわずか２か月前であったため

に実務やリソース面での対応が困難

であった点も大きな理由の１つであっ

たようである。

Ind-AS適用開始の時期については、

当初予定から１年遅れの2012年４月

を含む、早期の導入が可能であると

企業省は言及していたが、その一方

で、今後の税法をはじめとする諸法

規、環境の整備のために要する時間

等を考えると、2013～2015年から導

入とみるのが現実的ではないかとい

う見方をする現地の関係者もいた。

いずれにせよ、今後インドでは、

Ind-ASの適用開始に向けた制度対応

上の取組みが課題となるであろう。

〈注〉

１ Ind-ASでIFRSからカーブアウ

トが実施される８項目：企業結合、

収益、外国為替、金融商品（表示）、

金融商品（測定と分類）、関連会

社投資、有形固定資産（保守器具）、

初度適用に関する各基準の一部
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おわりに５．

インドの新聞数紙においても、日印の相互理解と情報交換を目的として日印ダイアローグが開催さ

れたことが報道され、IFRSと共に現地での関心の高さがうかがわれる。
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